
市第 65 号議案関連資料（横浜市心身障害者扶養共済制度条例等の一部改正） 
 

１ 扶養共済制度の概要（独立行政法人福祉医療機構作成のパンフレットからの抜粋） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 扶養共済制度のしくみ（独立行政法人福祉医療機構作成のパンフレットからの抜粋） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 本市制度への加入者等の状況 (平成 19 年 10 月現在) 

加入者 984 人 
掛金納付期間中の者 564 人 

一般 413 人 減免対象者 151人
掛金納付期間満了者 420 人

年金受給者 
485 人 

 



４ 改正案の内容 
 (1) 独立行政法人福祉医療機構法に規定する保険約款において、掛金、弔慰金及び脱退一時金の

額の変更がなされたため、本市条例において規定する掛金、弔慰金及び脱退一時金の額の改

正をします。 
 (2) 市単独の減免について、平成 20 年 4 月 1 日以降の新規加入者への適用期間を原則通算２年

までとする規定を設けます。 
ただし、既加入者については現行制度を継続します。 

 
５ 改正案における改正後の掛金の額 

 加入時年齢 現行掛金額 改正後掛金額 
平成２０年４月１日以降に新たに

加入者となる方の掛金額 

３５歳未満 ３，５００円 ５，６００円 ９，３００円 

３５歳以上～４０歳未満 ４，５００円 ６，９００円 １１，４００円 

４０歳以上～４５歳未満 ６，０００円 ８，７００円 １４，３００円 

４５歳以上～５０歳未満 ７，４００円 １０，６００円 １７，３００円 

５０歳以上～５５歳未満 ８，９００円 １１，６００円 １８，８００円 

５５歳以上～６０歳未満 １０，８００円 １２，８００円 ２０，７００円 

 

  

 

既

加

入

者 

６０歳以上～６５歳未満 １３，３００円 １４，５００円 ２３，３００円 

 
６ 改正案における改正後の弔慰金及び脱退一時金の額 

 
 加入期間 現行の弔慰金、脱退一時金

平成２０年３月３１日以前
に加入されている方で見直
し後の事由による弔慰金、脱

退一時金 

平成２０年４月１日以降
に新たに加入される方に
係る弔慰金、脱退一時金 

１年以上～５年未

満 
２０，０００円 ３０，０００円

 

５０，０００円 

５年以上～２０年

未満 
５０，０００円 ７５，０００円 １２５，０００円 

 

２０年以上 １００，０００円 １５０，０００円 ２５０，０００円 
５年以上～１０年

未満 
３０，０００円 ４５，０００円 ７５，０００円 

１０年以上～２０

年未満 
５０，０００円 ７５，０００円 １２５，０００円 

  
  

  
 

既

加
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２０年以上 １００，０００円 １５０，０００円 ２５０，０００円 

弔
慰
金 

脱
退
一
時
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７ 掛金の減免区分 

要件 減免区分 

加入者が、生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号 )に

よる被保護世帯に属する場合 
免除 

加入者が、前年度の市民税非課税世帯に属する場合 免除 

加入者が、前年度の市民税所得割非課税世帯に属す

る場合(均等割のみ課税) 
2 分の 1 減額 

前各号のほか、市長が特に認めた場合 免除または減額 

 


